
○
内
閣
府
令
第
五
十
二
号 

　

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の

施
行
に
伴
い
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る

内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

　
　

令
和
七
年
六
月
六
日 

　

内
閣
総
理
大
臣　

石
破　
　

茂　
　

 

　
　
　

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府

令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令 

　

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令

（
昭
和
六
十
年
総
理
府
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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後
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前

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

 



　
　
　

附　

則 
　

（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
府
令
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令

和
七
年
六
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

　

（
経
過
措
置
） 

２　

こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
標
章
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
風
俗
営
業

等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
別
記
様
式
第

一
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


